
２０２５年９月１７日 

人 事 ・ 労 務 政 策 委 員 会  

労 働 法 関 連 法 制 研 究 部 会  

部会員ならびにオブザーバーの皆様 

一般社団法人 富山県経営者協会 

人事・労務政策委員会 事務局 

労働法関連法制研究部会開催のご案内 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

当協会委員会活動につきまして、ご高配を賜り誠にありがとうございます。 

さて、今年度第３回の研究部会につきまして、下記の要領で開催いたしますので、

ご出席のほどよろしくお願い申し上げます。 

また、当日開催の別添セミナーにつきましても、あわせてご参加下さいますよう

お願いいたします。 

記 

 

１．日   時： ２０２５年１１月２０日（木）１６時３０分～１８時３０分  

２．場   所： 富山経協 研修室 

（富山市牛島新町 5番 5号 タワー１１１ビル１階） 

３．講   師： 弁護士 伊 藤  昌 毅  氏  

４．研究内容： フィリップス・ジャパン事件 

 東京高裁令和７年５月１５日判決 、 東京地裁令和６年９月２６日判決 

                          ※別添 PDFを事前にお読み下さい。 

          

(お願い) 

 出欠の回答については、メール案内文の URL を押す「クリック」すると会員専用ペ 

ージの『ログイン』画面に遷移し、「ID」・「パスワード」を入力後、「ログイン」を押 

すと、「労働法関連法制研究部会のご案内」の『出欠確認フォーム』から出欠回答がで 

きます。 

※詳しくは「会員専用ページの利用マニュアル(P3～P5)」をご覧ください。 

回答は、１１月１２日(水)までにお願いいたします。 

また、同日開催の別添セミナーについては、ホームペ－ジにて別途お申し込み願いま

す。(部会員は受講料無料です) 

https://www.toyama-keikyo.jp/seminar/show/58 

 

以 上 

【連絡先】 一般社団法人 富山県経営者協会  〔事務局  上田・小森・横井〕 

〒930-0856 富山市牛島新町５番５号（タワー111 ビル１階） 

Tel：076-441-9588  Fax：076-441-9952 

E-mail：yokoi@toyama-keikyo.jp 

https://www.toyama-keikyo.jp/seminar/show/58





























